
税理士登録者・税理士法人届出数（平成�年�月末日現在）

　 登録者数 開業税理士 社員税理士
所属税理士 税理士法人

（開業）（法人）本店 支店
東 京 ２２，５１８１５，９２６ ２，８９８ １，２７２ ２，４２２ １，１２９ ３８９
東京地方 ４，８６６ ３，８２４ ５３８ ３５４ １５０ １９９ １１４
千葉県 ２，４９２ ２，０８１ ２４９ １１６ ４６ ９３ ６４
関東信越 ７，３３５ ５，５７８ ９４８ ６０２ ２０７ ３７１ １９６
近 畿 １４，６７３１１，１２０ １，５３８ １，２７１ ７４４ ６０３ ２６０
北海道 １，８５７ １，２６３ ３９２ １１５ ８７ １３９ ８１
東 北 ２，４８７ １，９３９ ３２９ １６９ ５０ １２０ ９３
名古屋 ４，５８８ ３，１５１ ６８１ ４５７ ２９９ ２５８ １３５
東 海 ４，３５６ ３，２８０ ５０６ ４５８ １１２ １９９ １１２
北 陸 １，４１８ １，０２６ ２２７ １１９ ４６ ９２ ３９
中 国 ３，０８８ ２，３７１ ３３１ ２８５ １０１ １２１ ７７
四 国 １，６００ １，２２３ １９８ １４１ ３８ ７３ ４５
九州北部 ３，２０２ ２，３８１ ３７６ ２９５ １５０ １３７ １０２
南九州 ２，１２７ １，６８９ ２３０ １６１ ３７ ９０ ４９
沖 縄 ４１１ ３０２ ６３ ２６ ２０ ２２ ２２
計 ７７，００８５７，１５４ ９，５０４ ５，８４１ ４，５０９ ３，６４６１，７７８

　
平
成
�

年
９
月
�

日
付
の
日

経
新
聞
に

掲
載
さ
れ
た
「
Ａ
Ｉ
時

代
の
サ
ム
ラ
イ
業
」
と

い
う
記
事
に
よ
る
と
、

Ａ
Ｉ
に
よ
る
税
理
士
の

代
替
可
能
性
は
、
�
・

５
％
だ
そ
う
で
あ
る
。

一
方
で
、
中
小
企
業
診

断
士
は
わ
ず
か
０
・
２

％
で
あ
り
、
そ
の
理
由

は
、
「
経
営
者
を
説
得

す
る
能
力
な
ど
が
重
要

で
、
代
替
可
能
性
は
低

い
」と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
平
成
�

年
５
月
か
ら
、
国
の
中

小
企
業
等
支
援
施
策
と

し
て
、
早
期
経
営
改
善

計
画
策
定
支
援
事
業
が

実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、中
小
企
業
等
が
、

認
定
支
援
機
関
た
る
外

部
専
門
家
（税
理
士
等
）

の
支
援
を
受
け
て
早
期

経
営
改
善
計
画
を
策
定

し
、
金
融
機
関
に
提
出

し
た
場
合
、
そ
の
外
部

専
門
家
へ
の
支
払
費
用

が
補
助
さ
れ
る
制
度
で

あ
る
。
従
来
か
ら
あ
る

認
定
支
援
機
関
に
よ
る

経
営
改
善
計
画
策
定
支

援
は
、
金
融
機
関
に
よ

る
返
済
条
件
の
変
更
を

要
す
る
な
ど
、
い
わ
ば

中
小
企
業
の
病
気
の
治

療
の
よ
う
な
性
質
で
あ

っ
た
が
、
今
回
の
早
期

経
営
改
善
計
画
策
定

は
、
中
小
企
業
の
健
康

診
断
の
よ
う
な
性
質
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
早
期
経
営
改
善

計
画
策
定
は
、
経
営
者

と
共
に
策
定
す
る
能
力

が
求
め
ら
れ
る
も
の
で

あ
り
、
ま
さ
に
「
Ａ
Ｉ

に
よ
る
代
替
可
能
性
は

低
い
」
業
務
だ
と
言
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
将
来
的
に
は
、
こ

の
早
期
経
営
改
善
計
画

策
定
を
、
認
定
支
援
機

関
に
限
ら
ず
、
す
べ
て

の
税
理
士
の
標
準
業
務

と
す
る
こ
と
が
、
税
理

士
の
中
小
企
業
対
策
の

向
か
う
べ
き
方
向
で
は

な
い
か
と
思
う
。

会
長
に
選
出
さ
れ
た
金
子
東
大
名
誉
教
授

ＮＺ財務省及び内国歳入庁職員と（中央右が神津会長）

　
�
月
�
日
、
日
税
連
会

長
の
諮
問
機
関
で
あ
る
税

制
審
議
会
の
平
成
�
年
度

第
１
回
総
会
が
日
本
税
理

士
会
館
で
開
催
さ
れ
、
神

津
会
長
か
ら
「
個
人
所
得

課
税
に
お
け
る
控
除
方
式

と
負
担
調
整
の
あ
り
方
」

に
つ
い
て
諮
問
が
あ
っ

た
。
ま
た
、
当
日
は
委
員

の
互
選
に
よ
り
、
会
長
に

金
子
宏
東
京
大
学
名
誉
教

授
が
選
出
さ
れ
た
。

　
諮
問
は
、
現
行
の
所
得

税
制
に
お
い
て
は
、
基
礎

控
除
を
は
じ
め
と
す
る
人

的
控
除
等
が
「
所
得
控
除

方
式
」
に
よ
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
高
所
得
者
ほ
ど

税
負
担
の
軽
減
効
果
が
大

き
く
な
る
と
い
う
問
題
点

を
指
摘
。
こ
れ
を
解
消
す

る
た
め
、
所
得
の
金
額
に

か
か
わ
ら
ず
税
負
担
の
軽

減
額
が
一
定
に
な
る
「
ゼ

ロ
税
率
方
式
」
や
「
税
額

控
除
方
式
」
の
導
入
を
検

討
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

意
見
が
あ
る
こ
と
に
言
及

し
て
い
る
。

　
更
に
、
雇
用
が
流
動
化

し
、
働
き
方
が
多
様
化
し

て
い
る
今
日
に
お
い
て

は
、
就
労
形
態
に
対
す
る

税
制
の
中
立
性
を
維
持
す

る
た
め
、
給
与
所
得
控
除

等
の
所
得
の
種
類
に
応
じ

た
負
担
調
整
で
は
な
く
、

家
族
構
成
等
の
納
税
者
の

人
的
事
情
に
配
慮
し
た
負

担
調
整
に
シ
フ
ト
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
意
見
が
あ

る
こ
と
に
も
触
れ
て
い

る
。

　
こ
の
よ
う
な
議
論
を
受

け
、
諮
問
で
は
、
個
人
所

得
課
税
に
お
け
る
控
除
方

式
と
負
担
調
整
の
方
法
に

つ
い
て
、
平
成
�
年
度
税

制
改
正
に
お
い
て
、
給
与

所
得
者
の
合
計
所
得
金
額

に
応
じ
て
配
偶
者
控
除
額

て
い
げ
ん

が
逓
減
・
消
失
す
る
仕
組

み
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
を

踏
ま
え
て
、
そ
の
あ
り
方

を
検
討
す
る
よ
う
求
め
て

い
る
。
ま
た
、
人
的
控
除

等
の
あ
り
方
を
検
討
す
る

に
際
し
て
は
、
個
人
住
民

税
が
比
例
税
率
と
な
っ
て

い
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な

控
除
方
式
を
採
用
し
て
も

負
担
調
整
効
果
が
同
じ
に

な
る
と
い
う
点
も
勘
案
す

る
必
要
が
あ
る
と
付
言
し

て
い
る
。

　
同
審
議
会
は
今
後
、
月

１
回
の
ペ
ー
ス
で
総
会
を

開
催
し
、
来
年
３
月
に
も

答
申
を
取
り
ま
と
め
る
予

定
。
答
申
は
、
日
税
連
が

毎
年
、
関
係
官
庁
等
に
提

出
す
る
税
制
改
正
建
議
書

に
反
映
さ
れ
る
。

　
諮
問
の
全
文
は
、
日
税

連
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

し
て
い
る
。

　
神
津
会
長
は
、
�
月
８

日
～
�
日
の
日
程
で
ニ
ュ

ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
（以
下
「Ｎ

Ｚ
」
）
を
訪
問
し
、
Ｇ
Ｓ

Ｔ
（
※
１
）
を
中
心
に
同

国
の
税
制
に
つ
い
て
視
察

し
た
。

　
日
税
連
か
ら
は
、
神
津

会
長
の
ほ
か
、
太
田
副
会

長
、
瀬
上
専
務
理
事
、
前

原
国
際
部
長
、
平
井
調
査

研
究
部
長
、
国
際
税
務
情

報
研
究
会
会
長
の
中
里
実

東
京
大
学
大
学
院
教
授
及

び
石
丸
・
友
利
各
専
門
委

員
が
参
加
し
た
。

　
初
め
に
、
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ
オ

ー
ク
ラ
ン
ド
事
務
所
を
訪

問
し
、
ピ
ー
タ
ー
・
ス
コ

ッ
ト
氏
及
び
ダ
ー
シ
ャ
ナ

・
エ
ル
ウ
ェ
ラ
氏
か
ら
、

Ｇ
Ｓ
Ｔ
制
度
を
中
心
に
Ｎ

Ｚ
に
お
け
る
税
制
に
つ
い

て
説
明
を
受
け
た
。

　
続
い
て
、
Ｎ
Ｚ
財
務
省

及
び
内
国
歳
入
庁
を
訪
問

し
、
財
務
省
の
マ
ッ
ト
・

コ
ー
ワ
ン
上
席
研
究
官
、

内
国
歳
入
庁
の
デ
イ
ビ
ッ

ド
・
キ
ャ
リ
ガ
ン
政
策
企

画
官
ら
と
面
会
し
、
Ｎ
Ｚ

に
お
け
る
租
税
立
法
手

続
、
Ｇ
Ｓ
Ｔ
制
度
、
電
子

申
告
制
度
、
税
務
の
専
門

家
の
役
割
、
社
会
保
障
制

度
と
の
関
係
な
ど
、
Ｎ
Ｚ

に
お
け
る
税
制
上
の
課
題

と
対
応
等
に
つ
い
て
説
明

を
受
け
た
。

　
続
い
て
、
ビ
ク
ト
リ
ア

大
学
の
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
ホ

ワ
イ
ト
教
授
を
訪
問
し
、

「
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に

お
け
る
Ｎ
Ｚ
の
Ｇ
Ｓ
Ｔ
」

と
題
し
て
、
Ｎ
Ｚ
に
お
け

る
Ｇ
Ｓ
Ｔ
の
特
徴
・
評

価
、複
数
税
率
の
問
題
、ア

ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け

る
Ｖ
Ａ
Ｔ
（
※
２
）
・
Ｇ

Ｓ
Ｔ
教
育
と
研
究
な
ど
に

つ
い
て
説
明
を
受
け
た
。

　
Ｎ
Ｚ
は
、
Ｇ
Ｓ
Ｔ
の
税

率
が
�
％
の
単
一
税
率

で
、
世
帯
単
位
の
所
得
確

認
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

真
に
必
要
と
す
る
低
所
得

者
等
に
対
し
て
重
点
的
給

付
を
行
う
な
ど
、
社
会
保

障
を
税
に
よ
っ
て
賄
っ
て

い
る
。
今
回
、
Ｇ
Ｓ
Ｔ
制

度
や
社
会
保
障
と
税
が
一

体
と
な
っ
た
制
度
を
視
察

す
る
こ
と
が
で
き
、
有
意

義
な
訪
問
と
な
っ
た
。

　
日
税
連
で
は
、
今
回
の

訪
問
を
通
じ
て
得
た
情
報

を
今
後
の
税
制
改
正
に
関

す
る
意
見
を
取
り
ま
と
め

る
際
の
参
考
に
す
る
と
と

も
に
、
引
き
続
き
諸
外
国

の
関
係
機
関
及
び
諸
団
体

と
の
交
流
促
進
を
図
る
こ

と
と
し
て
い
る
（
�
月
号

及
び
１
月
号
に
視
察
報
告

を
掲
載
予
定
）
。
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税　　　理　　　士　　　界 （２）第１３５８号平成２９年（２０１７年）１１月１５日（水曜日） （第三種郵便物認可） 　


